
介護老人保健施設サンフラワーズ北九州 

「通所リハビリテーションサービス」利用料金のご案内 

 

 

 

通所リハビリテーションサービスは、居宅サービス計画に基づいて実施されます。 

下記表(１)～(４)を合算し、利用日数を乗じた額が月額利用料となりますが、介護度、利用日数等により

利用料金は異なります。 

まずは、下記★1日の利用料を目安としてご参照下さい。 

 
★１日の利用料（所得第４段階の場合） 

区分 
基本料金 

＋加算料金 
食 費 

その他の 

利用料 
1日の利用料 

要介護 １ 771円 610円 50円 1,431円 

要介護 ２ 930円 610円 50円 1,590円 

要介護 ３ 1,087円 610円 50円 1,747円 

要介護 ４ 1,245円 610円 50円 1,905円 

要介護 ５ 1,404円 610円 50円 2,064円 

※上記加算料金には、入浴介助加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が含まれています。 

サービス加算料金の利用状況によって、金額は変わります。 

 

 

 

（１）基本料金（要介護区分に応じた介護保険の１割負担額） 

要介護区分 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

１日の負担額 708円 866円 1,023円 1,182円 1,340円 

 

 

（２）サービス加算料金 

上記（１）の他に、サービス内容に応じて加算される費用です。 

加算項目 加算額 内   容 

入浴介助加算 52円/日 入浴介助を行った場合 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
13円/日 

介護職員総数の 50％が介護福祉士の資格保持

者 

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 
237円/月 

リハビリテーション実施計画に基づき訓練を行った

場合 

個別リハビリテーション実施加算 83円/日 個別にリハビリテーションを行った場合 

短期集中リハビリテーション実施加算 
288円/日 退院（所）又は認定日から 1 ヶ月以内 

144円/日      〃          1～3 ヶ月以内 

通所リハビリテーションサービス／デイケア 



口腔機能向上加算 155円/回 
口腔機能の向上を目的に、訓練・指導を実施した

場合、3月以内の期間に限り月 2回を算定 

栄養改善加算 155円/回 

低栄養状態の改善を目的に、個別的に栄養管理

を実施した場合、3月以内の期間に限り月 2回を

算定 

若年性認知症利用者受入加算 62円/回 若年性認知症者にサービスを提供した場合 

通所リハビリ訪問指導等加算 566円/日 
居宅を訪問し、通所リハビリ計画の作成及び見直

しを行った場合 

 

（３）食費 

    昼食（おやつ含む） ・・・610円/日 

 

（４）その他の利用料（該当される方に発生する料金） 

項 目 金 額 内    容 

日常生活品費 100円/日 シャンプー、リンス、石鹸、肌水 

教養娯楽費 実費 クラブ活動で必要な材料費 

オムツ代 実費 紙オムツやパット等 

 

 

― その他利用料に関する事項 ― 

※診断書・証明書等については次の文書料が必要です。 

  ●診断書・情報提供書・生命保険関係等・・・2,000円 

  ●上記以外の各種証明書・・・500円 

 


